
総務文教常任委員会会議録（意見交換会）

1 日 時 開会 平成 27年 8 月 5日 19：00

閉会 平成 27年 8 月 5日 21：00

2 場 所 塙町公民館 第 1 会議室

3 出席委員 藤田高志、鈴木茂、鈴木孝則、鈴木幸江、大縄武夫、小林達信、鈴木道男（遅

参）

4 欠席委員 なし

5 出席者 塙中 PTA 会長 生方健雄、塙中 PTA 役員 山本浩司、笹小 PTA 副会長 大森

栄正 、常小 PTA 会長 藤田智、笹小 PTA 会長 鈴木利泰 、塙小 PTA 会長

代理 大竹美也子

6 職務出席者 議会事務局長、書記

7 テーマ ・児童生徒に普及しつつある SNS 利用の問題点、家庭が担うべき役割

・ノーメディア day の普及や「はなわっ子プラン」の実現に向けた取り組み

9 経過

副委員長：開会

委員長：あいさつ

以下、委員長が司会になり協議を進めた。

（1）児童生徒に普及しつつある SNS 利用の問題点、家庭が担うべき役割

司会：ＳＮＳを利用したいじめなどが問題となっている。さいわい塙町ではそのような事案は

発生していないが、ＳＮＳの高度化に伴いその発見は困難であることから家族ぐるみの取り組

みが重要と思われる。まず、ＳＮＳの利用状況について意見をいただくがその前に SNS 環境

の全国的傾向等について説明する。

（事務局が資料を説明）

司会： 自分の身の回りの状況、ＳＮＳについての意見を出していただきたい。

（参加者）

・LINE をやるためスマホにした。親がやるから子もやるというのとは逆に子どもが LINE を

やっていたから親もやるようになったというのが現状。LINE は便利である。子どもがどのよ

うな会話をしているかはわからない。

・携帯は持たせていない。他の中学生は持っている人もいると聞くが、仲間外れになることは

ないと思う。そもそも中学校は禁止でもある。しかし、送迎などにはとても便利である。

持たせていないが、親の携帯を使うことがある。使用制限をどうするかが課題である。

・持たせていない。部活動が忙しくあまりゲームなどもやっていない。個人的には、消防など

で使っている。LINE で連絡を取り合っている。若い団員とは、実際の会話より LINE での会

話の方が話が弾むような気がする。

・携帯は持たせていない。ｉPod で LINE をやっている。使いだすと時間の感覚がなくなるの

で時間を決めてやらせている。LINE は返事をするのが半ば常識。返事をしないとなぜ返さな

いのかといじめにつながるのではと心配する。この点親も注意する必要がある。

議 長

確認印



・親の機器を使ってやっているようだ。マナーを教えつつ使わせることが大切。

・携帯を持たせているが LINE はやっていない。LINE は便利だと思う。

司会：議員から質問などあるか。

（議員）

・夜遅くまでやるなど携帯利用の問題があるが、それ以外にあるか。

（参加者）

・SNS のいじめがあったとは聞いていない。ただし、携帯メールなどは 1 対 1 なので、黙っ

ていれば第三者はだれも分からないことでもある。

・中学校の部活では LINE を使って連絡を取っていると聞く。

（議員）

・中学校は持ち込み禁止とし、携帯などを持ってこないこととして取り扱っている。持って行

ってダメなのに親が買ってやることは決まりを破らせることになる。親の教えは大切である。

反面、禁止、ダメだけでは限界がくる。便利な点は使った方がよい。ただし、時間制限など一

定のルールが必要である。他の自治体では、時間制限など PTA が中心になって取り組んだ事

例もある。

司会：学校・家庭の取り組みはどうなのかに話題を移す。まず、所管事務調査からわかった学

校等の取り組みについて説明する。

（事務局が資料を説明）

司会：学校での情報モラル教育など SNS 対策は十分行われているようだが、家庭への浸透度

合いは不明である。学校と児童生徒だけでなく、保護者の理解度は高まっているのか意見をい

ただく。また、携帯電話の学校持ち込みについて参加者から。

（参加者）

・携帯等利用の仕方は注意していると思う。また、学校へはほとんどの生徒が持ってきていな

いと思う。

・バス利用者などについても持ってきているとは聞かない。多くの生徒が公衆電話を利用して

いる。実際、矢祭町などでは中学生が携帯を操作している姿を見るが、塙では見たことがない。

・親の携帯を自宅で利用しているとの話は聞くが学校に持ってきているという話は聞いていな

い。

・SNS 対策は授業参観時などに説明されるし調査なども行うが、メディアとのふれあい時間

を聞く内容のものである。

（議員）

・ゲーム等によって目が悪くなったということはあるか。

（参加者）

・話はでるが、スポ少、習い事など多忙で、9 時ごろ寝るのは厳しい。できるだけ疲れないよ

うにとのことか。

（議員）

・学校は最善を尽くしているというが、事件が起きたところでもすべてそのようにいっている。



児童生徒から問題点をいち早くキャッチするために目安箱を置く必要はないか。

（参加者）

・目安箱的なものは必要であると思う。以前、生徒が自由に相談できるページを創れないかと

相談したことがあった。学校からは、その運営を誰がやるのかと言われそのままになった。

・学校によってはタブレットを導入している。今、電子機器導入は試行錯誤の段階にある。

どう使ったら便利か、どう使えば危険なのかなどの目安、マニュアルなどがあればよいと思う。

（議員）

・中学校では必要となる。禁止ではなく決まりを作り守らせること。中学校では対策をとって

いると聞く。

司会：ノーメディア day の普及や「はなわっ子プラン」の実現には保護者の理解が欠かせな

い。それに向けた保護者の取り組み及び取り組みを進めるうえで必要な町の役割について考え

る。ノーメディア day や「はなわっ子プラン」の認知度、普及状況について参加者に尋ねる。

（参加者）

・たまたま、ノーメディア day の火曜日に塾がある。子どもは 10 時ごろ帰るので自然にノー

メディア day になっている。周りを見ても、中学校の指導が行き届いており、中学校には浸

透していると思う。

・笹原小学校にはチャイムがない。日ごろから自分で時計を見て行動している。したがって、

ノーメディア day も守られている。なお、その日何をしたかをプリントに記入し提出させら

れている。このため、親も我慢しているといった状況である。

・ノーメディア day は忘れがちである。小学校ではあまり挨拶もできないが、中学生は大分

落ち着いているように見える。

・ノーメディア day のプリントは親も書くようになっている。

・ノーメディア day は実現している。生活面では身だしなみがよくなるとかあいさつも十分

できている。また、高校生もきちんとあいさつをしてくる。

司会：ノーメディア day は浸透しているようだが、さらに普及させるための工夫について

自治体の事例を事務局に紹介させる。

（事務局が安城市、豊川市の事例を紹介）

司会：携帯電話等利用ガイドラインを作成し地域ぐるみで取り組んでいる事例の紹介があっ

た。SNS 対策だけでなく町を挙げて「子供たちの適正な生活習慣」づくりに取り組むこ

とも大切ではないか。と考える。

（議員）

・ただ今の事例のように PTA としての動きがあってもよいのではないいか。

（参加者）

・PTA 活動に協力していれる父兄ばかりではない。足並みをそろえるのは大変な苦労である。

学年会、全大会などにも出席しない父兄が多く、ほとんど役員が残る状況である。そのよ

うな中で PTA として動こうとするのは難しい。



（議員）

・出席いただけなくとも意識の共有はできるのではないか。

（参加者）

・意識を共有する場が持てないと思う。学校全体のものにするのは難しいと思う。

・部活動、習い事をやっていれば SNS などの時間はほとんどない。肥満も減るのではないか。

文武両道を進めることがよいのでは。

・かつて土曜日の朝ごはんを家族で食べようという運動をしたことがあった。その過程でも、

話をして進めようとしたが難しかった。トップダウンがないと意識は広がらない。もしや

るのであれば、PTA 連合協議会として話を出していくことが一つの方法である。しかし、

役員が 1 年交代ではなかなか進まないとも思う。

・その時々で考え方がある。自分の時間を大切にしたいと考え、行事などに参加しない親も多

い。全員右を向けといってやるのは困難。少しずつやるしかないと思う。

・トップダウンで言い続けるしかない。

・言い続けること。そして、子どもたちに気付かせることが大切である。

（議員）

・PTA のそのような現状も分かる。しかし、SNS については犯罪に巻き込まれる恐れもある

ものである。父兄全委員にいきわたらせること、多くの目で監視することを地道にやる必

要がある。とはいっても、言うは易いが実行は困難でもある。町全体でやったらどうなの

か。考えていきたい。

・子どもは地域が育てるともいう。地域活動に子供たちを参加させてほしい。

司会：以上で SNS に関しての議題を終わる。その他教育全般について何か意見があれば出し

てほしい。

（意見なし）

司会：時間もないので意見がなければこれで終わる。

副委員長：閉会

塙町議会委員会条例の第 27 条の規定により署名する。

平成 年 月 日

総務文教常任委員長


